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県営住宅町屋団地の未利用地活用に向けたサウンディング型市場調査 

＜資料集＞ 

 

 

 

資料１：未利用地周辺の写真 

資料２：インフラ（上水道、下水道、ガス）の配置状況図 

資料３：対象地内の残存物の配置状況図 

資料４：町屋団地の底地状況図 

資料５：町屋団地周辺の施設立地状況図 

資料６：福井市立地適正化計画（H31.3）の概要 

資料７：景観に関する届出の概要 

 
  



1 

 

◆資料１：未利用地周辺の写真 
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【未利用地Ｂ】 
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【未利用地Ｃ】 
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【未利用地Ｄ】 
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◆資料２：インフラ（上水道、下水道、ガス）の配置状況図 

【上水道】 

【下水道（合流式）】 
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【ガス（都市ガス）】 
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◆資料３：対象地内の残存物の配置状況図 

【未利用地Ａ・Ｂ】 

【未利用地Ｃ・Ｄ】 
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◆資料４：町屋団地の底地状況図 
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◆資料５：町屋団地周辺の施設立地状況図 
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◆資料６：福井市立地適正化計画（H31.3）の概要 

都市機能誘導区域に指定 

・医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、

これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域 
＜誘導施設＞ 

■まちなかのにぎわいを生み出す機能 (広域的な機能を有する施設とする。) 

・行政サービス施設（市役所等） 
・教育文化施設（大学、図書館、博物館、美術館、複合交流施設※1、体育館※2 等） 
・商業施設（百貨店） 

■高齢化の中でまちなか居住を支える機能 

・福祉施設（通所介護施設※3、通所リハビリテーション※3施設) 
※1：大規模ホールを有するもの ※2：学校体育館、地域体育館などを除く。 ※3：地域密着型サービスを提供する施設を除く。 

 

 
出典：福井市立地適正化計画 

町屋団地 
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◆資料７：景観に関する届出の概要 

【届出が必要な行為と規模】 

 

 

【手続きの流れ】           【届出時に必要な書類】 

 

出典：良好な景観形成に向けた届出制度のご案内（福井市ＨＰ） 


